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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抄紙機に使用されるシュープレスベルトであって、樹脂層により構成され、かつフェル
トと接触する外周層表面及びシューと接触する内周層表面を有し、外周層表面及び内周層
表面の何れか一方又は両方が、イソシアネート化合物からなる樹脂材を含有する組成物を
、半製品外周層表面及び半製品内周層表面の何れか一方又は両方に塗布し、硬化処理を行
うことにより、樹脂層の一部が改質された表面処理層によって形成されており、前記樹脂
層がポリウレタン樹脂層である、前記シュープレスベルト。
【請求項２】
　イソシアネート化合物が、ポリメリックＭＤＩを含有するイソシアネート化合物である
、請求項１に記載のシュープレスベルト。
【請求項３】
　イソシアネート化合物の塗布量が、１０ｇ／ｍ２以上２００ｇ／ｍ２以下である、請求
項１又は２に記載のシュープレスベルト。
【請求項４】
　表面処理層の厚みが、５μｍ以上３００μｍ以下である、請求項１～３に記載のシュー
プレスベルト。
【請求項５】
　抄紙機に使用されるシュープレスベルトの製造方法であって、フェルトと接触する側の
半製品外周層表面及びシューと接触する側の半製品内周層表面の何れか一方又は両方を有
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する樹脂層を形成する工程と、イソシアネート化合物からなる樹脂材を含有する組成物を
半製品外周層表面及び半製品内周層表面の何れか一方又は両方に塗布し、硬化処理を行う
ことにより、樹脂層の一部が改質された表面処理層を形成する工程と、を有し、前記樹脂
層がポリウレタン樹脂層である、前記シュープレスベルトの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抄紙機に使用されるシュープレスベルト及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙の原料から水分を除去する抄紙機は、一般的にワイヤーパートとプレスパートとドラ
イヤーパートを備える。これらワイヤーパート、プレスパート、及びドライヤーパートは
、湿紙の搬送方向に沿ってこの順番に配置されている。
【０００３】
　湿紙は、ワイヤーパート、プレスパート、及びドライヤーパートそれぞれに備えられた
抄紙用具に次々と受け渡されながら搬送されると共に水分が除去され、最終的にはドライ
ヤーパートで乾燥される。これら各々のパートでは、湿紙を脱水し（ワイヤーパート）、
搾水し（プレスパート）、そして乾燥する（ドライヤーパート）といった各機能に対応し
た抄紙用具が使用されている。
【０００４】
　プレスパートでは、湿紙の搬送方向に沿って直列に並設された１つ以上のプレス装置を
具備することが一般的である。各プレス装置には、無端状のフェルトが配置され、あるい
は有端状のフェルトを抄紙機上で連結し無端状に形成したフェルトが配置される。そして
プレス装置は、対向する一対のロールからなるロールプレス機構、あるいはロールに対向
する凹型形状のシューとの間に無端状のシュープレスベルトを介在させたシュープレス機
構を有している。湿紙を載置したフェルトは、湿紙の搬送方向に沿って移動しつつ、ロー
ルプレス機構あるいはシュープレス機構を通過し、加圧されることにより、フェルトにそ
の水分を連続的に吸収させるか、あるいはフェルト内を通過させて外部へ排出させること
で、湿紙から水分を搾水している。
【０００５】
　シュープレスベルトは、樹脂に補強基材が埋設され、この樹脂がフェルトと接触する外
周層及びシューと接触する内周層を構成している。そして、シュープレスベルトは、加圧
されたロールとシューとの間を繰返し走行する為、シュープレスベルトの樹脂には、耐摩
耗性、耐クラック性、耐屈曲疲労性、耐熱性等の機械的特性が要求され、これらの要求特
性を向上させるために、シュープレスベルトの樹脂についていくつかの検討がなされてい
る（例えば特許文献１～４）。
【０００６】
　特許文献１～３においては、ポリウレタンについて、特定のイソシアネートと硬化剤を
選択することにより、耐熱性、耐クラック性、耐屈曲疲労性、耐摩耗性等の機械的特性を
向上させたベルトが検討されている。特許文献４においては、ベルトの樹脂表面に溶射技
術を利用してコーティング層を形成することで、摩耗耐性、熱耐性、酸化耐性、化学的耐
性等の機械的特性を向上させたベルトが検討されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１２－５１１６１１号公報
【特許文献２】特開２００８－１１１２２０号公報
【特許文献３】特開２００２－１４６６９４号公報
【特許文献４】特表２００８－５３６０１６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記特許文献１乃至３に記載されるシュープレスベルトは、単独で選択
される樹脂によって製造されたシュープレスベルトの機械的特性には限界があり、また前
記特許文献４に記載されるシュープレスベルトは、溶射技術の加工難易度が高く、加工の
均一性に不安があり、また溶射によるエネルギーにより樹脂劣化を招く虞がある。そして
、このような状況下、紙の生産性向上に起因した運転速度の高速化やプレス部の高圧化等
に伴い、益々抄紙機の運転条件が過酷となる中、更なるシュープレスベルトの機械的特性
のより一層の向上が求められている。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、シュープレスベルトの機械的特性、特に耐摩耗性や耐薬品性
に優れたシュープレスベルト及びシュープレスベルトの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、シュープレスベルト表面が、イ
ソシアネート化合物を含有する組成物をシュープレスベルトの半製品表面に塗布し、硬化
処理を行うことによって、樹脂層の一部が改質された表面処理層によって形成されること
により、優れた耐久性、特に耐摩耗性や耐薬品性を発揮することを見いだし、本発明に至
った。
【００１１】
　即ち、本発明は、以下に関する。
　（１）　抄紙機に使用されるシュープレスベルトであって、樹脂層により構成され、か
つフェルトと接触する外周層表面及びシューと接触する内周層表面を有し、外周層表面及
び内周層表面の何れか一方または両方が、イソシアネート化合物を含有する組成物を、半
製品外周層表面及び半製品内周層表面の何れか一方又は両方に塗布し、硬化処理を行うこ
とにより、樹脂層の一部が改質された表面処理層によって形成されている、前記シュープ
レスベルト。
　（２）　イソシアネート化合物が、ポリメリックＭＤＩを含有するイソシアネート化合
物である、（１）に記載のシュープレスベルト。
　（３）　イソシアネート化合物の塗布量が、１０ｇ／ｍ２以上２００ｇ／ｍ２以下であ
る、（１）又は（２）に記載のシュープレスベルト。
　（４）　表面処理層の厚みが、５μｍ以上３００μｍ以下である、（１）～（３）に記
載のシュープレスベルト。
　（５）　樹脂層がポリウレタン樹脂層である、（１）～（４）に記載のシュープレスベ
ルト。
【００１２】
　（６）　抄紙機に使用されるシュープレスベルトの製造方法であって、フェルトと接触
する側の半製品外周層表面及びシューと接触する側の半製品内周層表面の何れか一方又は
両方を有する樹脂層を形成する工程と、イソシアネート化合物を含有する組成物を半製品
外周層表面及び半製品内周層表面の何れか一方又は両方に塗布し、硬化処理を行うことに
より、樹脂層の一部が改質された表面処理層を形成する工程と、を有する前記シュープレ
スベルトの製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　以上の構成により、シュープレスベルトの機械的特性、特に耐摩耗性や耐薬品性に優れ
たシュープレスベルト及びシュープレスベルトの製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の好適な実施形態に係るシュープレスベルトの一例を示す機械横
断方向断面図である。
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【図２】図２は、本発明の好適な実施形態に係るシュープレスベルトの別の一例を示す機
械横断方向断面図である。
【図３】図３は、本発明の好適な実施形態に係るシュープレスベルトの更に別の一例を示
す機械横断方向断面図である。
【図４】図４は、本発明の好適な実施形態に係るシュープレスベルトの更に別の一例を示
す機械横断方向断面図である
【図５】図５は、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態の一部を説明
する概略図である。
【図６】図６は、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態の一部を説明
する概略図である。
【図７】図７は、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態の一部を説明
する概略図である。
【図８】図８は、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態の一部を説明
する概略図である。
【図９】図９は、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態の一部を説明
する概略図である。
【図１０】図１０は、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態の一部を
説明する概略図である。
【図１１】図１１は、本発明のシュープレスベルトの耐摩耗性評価の評価装置を示す概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しつつ本発明のシュープレスベルト及びシュープレスベルトの製造方
法の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１６】
　まず、本発明のシュープレスベルトについて説明する。
　図１は、本発明の好適な実施形態に係るシュープレスベルトの一例を示す機械横断方向
断面図であり、図１（ａ）は、半製品のシュープレスベルト１’の状態を、図１（ｂ）は
完成品のシュープレスベルト１の状態を示す。なお、図中、各部材は、説明の容易化のた
め適宜大きさが強調されており、実際の各部材の比率及び大きさが示されているものでは
ない。ここで、上記機械横断方向については（Ｃｒｏｓｓ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｄｉｒｅｃ
ｔｉｏｎ）、「ＣＭＤ」ともいい、また、機械方向（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏ
ｎ）については、「ＭＤ」ともいう。
【００１７】
　図１に示すシュープレスベルト１は、抄紙機のプレスパートにおいて、フェルトと協働
して湿紙を搬送し、湿紙から水分を搾水するために用いられるものである。シュープレス
ベルト１は、無端状の帯状体をなしている。即ち、シュープレスベルト１は環状のベルト
である。そして、シュープレスベルト１は、通常、その周方向が抄紙機の機械方向（ＭＤ
）に沿うようにして配置されるものである。
【００１８】
　図１（ａ）に示す半製品のシュープレスベルト１’は、補強繊維基材層２１と、補強繊
維基材層２１の外表面側にある一方の主面に設けられた第１の樹脂層の前駆体（フェルト
と接触する側の半製品外周層表面２２１を有する樹脂層）２２ａと、補強繊維基材層２１
の内表面側にある他方の主面に設けられた第２の樹脂層（シューと接触する内周層表面２
３２を有する樹脂層）２３とを有し、これらの層が積層されて形成されている。
【００１９】
　補強繊維基材層２１は、補強繊維基材２１１と、樹脂２１２とによって構成されている
。樹脂２１２は、補強繊維基材２１１中の繊維の間隔を埋めるように補強繊維基材層２１
中に存在している。即ち、樹脂２１２の一部は、補強繊維基材２１１に含浸しており、一
方で、補強繊維基材２１１は、樹脂２１２中に埋設されている。
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【００２０】
　補強繊維基材２１１としては、特に限定されないが、例えば、経糸と緯糸とを織機等に
より製織した織物が一般的に使用される。また、製織せずに、経糸列と緯糸列の重ね合わ
せによる格子状素材を使用することもできる。
　補強繊維基材２１１を構成する繊維の繊度は、特に限定されないが、例えば３００～１
００００ｄｔｅｘ、好ましくは、５００～６０００ｄｔｅｘとすることができる。
　また、補強繊維基材２１１を構成する繊維の繊度は、その繊維を用いる部位によって異
なっていてもよい。例えば、補強基材２１１の経糸と緯糸とでそれらの繊度が異なってい
てもよい。
【００２１】
　補強繊維基材２１１の素材としては、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート、ポ
リブチレンテレフタレート等）、脂肪族ポリアミド（ポリアミド６、ポリアミド１１、ポ
リアミド１２、ポリアミド６１２等）、芳香族ポリアミド（アラミド）、ポリフッ化ビニ
リデン、ポリプロピレン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリテトラフルオロエチレン、
ポリエチレン、羊毛、綿、金属等を１種又は２種以上を組み合わせて使用することができ
る。
【００２２】
　樹脂２１２の材料としては、ウレタン、エポキシ、アクリル等熱硬化性樹脂、又はポリ
アミド、ポリアリレート、ポリエステル等の熱可塑性樹脂を１種又は２種以上を組み合わ
せて使用することができ、好適にはウレタン樹脂を使用することができる。
【００２３】
　樹脂２１２に用いられるウレタン樹脂としては、特に限定されないが、例えば、芳香族
或いは脂肪族ポリイソシアネート化合物とポリオールとを反応させて得られる末端にイソ
シアネート基を有するウレタンプレポリマーを、活性水素基を有する硬化剤と共に硬化さ
せて得られるウレタン樹脂とすることができる。また、水系ウレタン樹脂を使用すること
ができる。この場合、架橋剤を水系ウレタン樹脂と共に併用して、水系ウレタン樹脂を架
橋することも可能である。
【００２４】
　また、樹脂２１２に、酸化チタン、カオリン、クレー、タルク、珪藻土、炭酸カルシウ
ム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、シリカ、マイカなどの、無機充填剤を１種
又は２種以上を組み合わせて含有させてもよい。
【００２５】
　なお、補強繊維基材層２１中における樹脂２１２の組成及び種類は、補強繊維基材層２
１中の部位ごとに異なるものであってもよいし、同一であってもよい。
【００２６】
　第１の樹脂層の前駆体２２ａを構成する樹脂材料としては、上述したような補強繊維基
材層２１に用いることのできる樹脂材料を１種又は２種以上組み合わせて用いることがで
きる。第１の樹脂層２２を構成する樹脂材料と、補強繊維基材層２１を構成する樹脂とは
、種類及び組成について、同一であっても異なるものであってもよい。
【００２７】
　特に、第１の樹脂層の前駆体２２ａを構成する樹脂材料としては、機械的強度、耐摩耗
性、柔軟性の観点から、ウレタン樹脂が好ましい。
　また、第１の樹脂層の前駆体２２ａは、補強繊維基材層２１と同様に、無機充填剤を１
種又は２種以上含むものであってもよい。
　なお、第１の樹脂層の前駆体２２ａ中における樹脂材料及び無機充填剤の組成及び種類
は、第１の樹脂層の前駆体２２ａ中の部位ごとに異なるものであってもよいし、同一であ
ってもよい。
【００２８】
　また、第１の樹脂層の前駆体２２ａは、水を透過しない性質を有することが望ましい。
即ち、第１の樹脂層の前駆体２２ａは、水不透過性であることが好ましい。
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【００２９】
　第２の樹脂層（シューと接触する内周層表面２３２を有する樹脂層）２３は、補強繊維
基材層２１の一方の主面に設けられた、主として樹脂材料で構成される層である。
　第２の樹脂層２３は、補強繊維基材層２１に接合する主面とは反対側の主面において、
シューと接触するための内周層表面２３２を構成している。シュープレスベルト１は、使
用時において、シューと接触する内周層表面２３２がシューにより加圧され、シューに対
向するロールと協働して、湿紙、フェルト、シュープレスベルトを加圧することで、湿紙
から水分を脱水している。
【００３０】
　第２の樹脂層２３を構成する樹脂材料としては、上述したような補強繊維基材層２１に
用いることのできる樹脂材料を１種又は２種以上組み合わせて用いることができる。第２
の樹脂層２３を構成する樹脂材料は、第１の樹脂層の前駆体２２ａ又は補強繊維基材層２
１を構成する樹脂材料と、種類及び組成について、同一であっても異なるものであっても
よい。
【００３１】
　特に、第２の樹脂層２３を構成する樹脂材料としては、機械特性、耐摩耗性、柔軟性の
観点から、ウレタン樹脂が好ましい。
　また、第２の樹脂層２３は、補強繊維基材層２１と同様に無機充填剤を１種又は２種以
上含むものであってもよい。
　なお、第２の樹脂層２３中における樹脂材料及び無機充填剤の組成及び種類は、第２の
樹脂層２３中の部位ごとに異なるものであってもよいし、同一であってもよい。
【００３２】
　図１（ｂ）に示すシュープレスベルト１は、図１（ａ）に示した半製品のシュープレス
ベルト１’の半製品外周層表面２２１上に、イソシアネート化合物を含有する組成物２５
を塗布し、硬化処理を行うことによって、少なくとも半製品外周層表面２２１を含む第１
の樹脂層の前駆体２２ａの一部が改質された改質表面処理層２４を形成している。即ち、
第１の樹脂層２２は、改質表面処理層２４と第１の樹脂層の前駆体２２ａによって形成さ
れている。
【００３３】
　なお、前記硬化処理とは、例えば、風乾、加熱処理を行った後、ヒドロキシル基または
アミノ基を持つ化合物で残存イソシアネート化合物を失活させ、更にこれを風乾、加熱処
理を行うことをいう。
【００３４】
　改質表面処理層２４は、第１の樹脂層の前駆体２２ａに接合する境界面とは反対側の主
面において、フェルトと接触する外周層表面２２２を構成している。即ち、シュープレス
ベルト１は、改質表面処理層２４の外周層表面２２２において、フェルトを介して湿紙を
担持し、湿紙を搬送し、湿紙から水分を脱水することができる。
【００３５】
　イソシアネート化合物を含有する組成物の塗布層２５における、イソシアネート化合物
を含有する組成物としては、特に限定されないが、例えばポリメリックＭＤＩ、モノメリ
ックＭＤＩ、ＴＤＩ、ＰＰＤＩ、ＨＤＩ、ＩＰＤＩおよびこれらの変性物が使用でき、好
ましくは、ポリメリックＭＤＩを使用することができる。
　また、ヒドロキシル基またはアミノ基を持つ化合物は特に限定されないが、例えばメタ
ノール、エタノール、プロパノール、ペンタフルオロプロパノール、プロパンジオール、
ブタンジオール、水およびアンモニア水が使用でき、好ましくは、エタノール、プロパノ
ール、水を使用することができる。
【００３６】
　イソシアネート化合物を含有する組成物は、半製品外周層表面に対し、１０～２００ｇ
／ｍ２、好ましくは、３０～１５０ｇ／ｍ２塗布することができる。こうすることで、積
層体１ａの外周層表面が改質され、硬度が上昇し、摩耗抵抗が低下することで、耐摩耗性
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を向上することができる。
【００３７】
　またこの場合、改質表面処理層の厚みを５～３００μｍ、好ましくは１０～２５０μｍ
とすることができ、例えば、シュープレスベルトの厚み方向において、外周層表面部は耐
摩耗性に優れ、内部は耐クラック性に優れるといった機械的特性を有するシュープレスベ
ルトを形成することも可能である。
【００３８】
　上述したようなシュープレスベルト１の寸法は、特に限定されず、その用途に合わせて
適宜設定することができる。
　例えば、シュープレスベルト１の巾は、特に限定されないが、７００～１３５００ｍｍ
、好ましくは２５００～１２５００ｍｍとすることができる。
　また例えば、シュープレスベルト１の長さ（周長）は、特に限定されないが１５０～６
００ｃｍ、好ましくは、２００～５００ｃｍとすることができる。
【００３９】
　また、シュープレスベルト１の厚さは、特に限定されないが、例えば、１．５～７．０
ｍｍ、好ましくは２．０～６．０ｍｍとすることができる。
　また、シュープレスベルト１は、部位ごとにそれぞれ厚さが異なっていてもよいし、同
一であってもよい。
【００４０】
　以上のようなシュープレスベルト１は、後述する本発明のシュープレスベルトの製造方
法により製造可能である。
【００４１】
　以上、本実施形態に係るシュープレスベルト１は、耐摩耗性や耐薬品性を向上させるこ
とができる。
【００４２】
　上述したシュープレスベルト１の変形例として、例えば図２に示すシュープレスベルト
１は、図１（ｂ）に示すシュープレスベルト１の第２の樹脂層２３を第２の樹脂層の前駆
体とし、そしてシューと接触する内周層表面２３２をシューと接触する側の半製品内周層
表面２３１とすることで、この半製品内周層表面２３１上に、イソシアネート化合物を含
有する組成物２７を塗布し、硬化処理を行うことによって、少なくとも半製品内周層表面
２３１を含む第２の樹脂層の一部が改質された改質表面処理層２６を形成している。即ち
第２の樹脂層２３は、改質表面処理層２６と第２の樹脂層の前駆体によって形成されてい
る。イソシアネート化合物を含有する組成物の塗布層２７における、イソシアネート化合
物を含有する組成物としては、特に限定されないが、イソシアネート化合物を含有する組
成物の塗布層２５と同種のものを使用できる。
【００４３】
　改質表面処理層２６は、第２の樹脂層の前駆体に接合する境界面とは反対側の主面にお
いて、シューと接触する内周層表面２３２を構成している。シュープレスベルト１は、使
用時において、シューと接触する内周層表面２３２がシューにより加圧され、シューに対
向するロールと協働して、湿紙、フェルト、シュープレスベルトを加圧することで、湿紙
から水分を脱水している。
【００４４】
　また上述したシュープレスベルト１の変形例として、例えば図３に示すシュープレスベ
ルト１は、図１（ｂ）に示すシュープレスベルト１の外周層表面２２２に排水溝２４１を
形成し、排水溝ランド部２４２において、少なくとも半製品外周層表面２２１を含む第１
の樹脂層の前駆体２２ａの一部が改質された改質表面処理層２４を形成している。
【００４５】
　更にまた上述したシュープレスベルト１の変形例として、例えば図４に示すシュープレ
スベルト１は、図３に示したシュープレスベルト１の半製品外周層表面２２１、溝壁２２
３及び溝底２２４上に、イソシアネート化合物を含有する組成物を塗布し、硬化処理を行
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うことによって、少なくとも半製品外周層表面２２１、溝壁２２３及び溝底２２４を含む
第２の樹脂層の前駆体２３ａの一部が改質された改質表面処理層２４を形成している。
【００４６】
　図３及び図４に例示したシュープレスベルト１は排水溝を形成することで、湿紙からよ
り多くの水分を脱水することができる。排水溝の形態としては特に限定されないが、通常
一般的に、シュープレスベルトの機械方向に平行で連続的な複数の溝が形成される。例え
ば溝巾が、０．５～２．０ｍｍ、溝深さが０．４～２．０ｍｍ、溝本数が５～２０本／ｉ
ｎｃｈと設定することができる。また溝の断面形状は、矩形型、台形型、Ｕ字型、或いは
ランド部及び溝底部と溝壁の接する部位に丸みを持たせる等、適宜設定することができる
。
　また、これらの排水溝の形態は、溝の巾、深さ、本数、断面形状について、同一のもの
としてもよいし、異なるものを組み合わせて形成してもよい。更にまた、これらの排水溝
については、不連続として形成してもよいし、機械横断方向に平行な複数の溝として形成
されてもよい。
【００４７】
　以上、図２～図４に例示された、本実施形態に係るシュープレスベルト１は、図１に例
示されたシュープレスベルト１と同様、改質表面処理層において、耐摩耗性や耐薬品性を
向上させることができる。
【００４８】
　また、前述した実施形態においては、シュープレスベルト１における改質表面処理層２
４及び改質表面処理層２６は、第１の樹脂層２２及び第２の樹脂層２３の外周面全面に設
けられているものとして説明したが、これに限定されず、ロールとシューとによって加圧
される領域のみが上述した所定の改質表面処理層を有するものであってもよい。
　また、適宜シュープレスベルトには、用いられる抄紙機の構成に合わせて、タブ等を設
けることができる。
【００４９】
　次に、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態について説明する。図
５乃至図１０は、本発明のシュープレスベルトの製造方法の好適な実施形態を説明する概
略図である。
【００５０】
　本発明の実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法は、フェルトを介して湿紙を担
持し、湿紙を搬送し、湿紙から水分を脱水するためのシュープレスベルトの製造方法であ
って、半製品外周層表面及び半製品内周層表面の何れか一方又は両方を有する樹脂層を形
成する工程と、イソシアネート化合物を含有する組成物を半製品外周層表面及び半製品内
周層表面の何れか一方又は両方に塗布し、硬化処理を行うことにより、樹脂層の一部が改
質された表面処理層を形成する工程と、を有する。
【００５１】
　本発明の第１実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法として、半製品外周層表面
を有する樹脂層を形成する工程と、イソシアネート化合物を含有する組成物を、半製品外
周層表面に塗布し、硬化処理を行うことにより、樹脂層の一部が改質された表面処理層を
形成する工程と、を有するシュープレスベルトの製造方法について説明する。
【００５２】
　まず、半製品外周層表面を有する樹脂層形成工程においては、樹脂層を形成する。本工
程においては、具体的には、環状かつ帯状の補強繊維基材２１１が樹脂材料中に埋設され
た補強繊維基材層２１と、その両面に樹脂層としての第１の樹脂層の前駆体２２ａと第２
の樹脂層２３とが積層した積層体１’ａを形成する。
【００５３】
　このような積層体１’ａの形成はいかなる方法であってよいが、本実施形態においては
、第２の樹脂層２３を形成し、第２の樹脂層２３の一方の表面に補強繊維基材２１１を配
置し、補強繊維基材２１１に樹脂材料を塗布、含浸、貫通させ、補強繊維基材層２１と第
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２の樹脂層２３とが一体化した積層体を形成し、次に補強繊維基材層２１と第２の樹脂層
２３の接着面に対向する補強繊維基材層２１の表面に、第１の樹脂層の前駆体２２ａを形
成する。
【００５４】
　具体的には、例えば、まず、図５に示すように、第２の樹脂層２３は、離型剤を表面に
塗布したマンドレル３８に、マンドレル３８を回転させながら樹脂材料をマンドレル表面
に０．８～３．５ｍｍの厚みに形成されるように塗布し、該樹脂材料塗布層を４０～１４
０℃に昇温し、０．５～１時間かけて前硬化させて形成される。
【００５５】
　そして、その上から補強繊維基材を配置し（図示せず）、図６に示すように該マンドレ
ル３８を回転させながら補強繊維基材層２１を形成する樹脂材料を０．５～２．０ｍｍ塗
布し、補強繊維基材に含浸、貫通させると共に前記第２の樹脂層２３と接着させ、補強繊
維基材層２１と第２の樹脂層２３とが一体化された積層体が形成される。
【００５６】
　しかる後に、図７に示すように該マンドレル３８を回転させながら第１の樹脂層の前駆
体２２ａを形成する樹脂材料を、前記補強繊維基材層２１の表面に１．５～４ｍｍの厚み
に形成されるように塗布、含浸させ、該樹脂材料塗布層を７０～１４０℃にて２～２０時
間かけて加熱硬化させて、積層体１’ａが形成される。
【００５７】
　なお、樹脂材料の塗布はいかなる方法で行うものであってもよいが、本実施形態におい
ては、マンドレル３８を回転しつつ注入成形用ノズル４０から樹脂材料を吐出して、各層
に樹脂材料を付与することにより行い、同時に付与された樹脂材料をコーターバー３９を
用いて各層に均一に塗布する。
　また、加熱方法は特に限定されないが、例えば、遠赤外線ヒーター等による方法を用い
ることができる。
　また、樹脂材料は、上述した無機充填剤との混合物として付与されるものであってもよ
い。また、各層の各部位を形成するための樹脂材料及び無機充填剤の種類及び組成は同一
であってもよいし、異なるものであってもよい。
【００５８】
　次に、樹脂層の一部が改質された表面処理層を形成する。
　具体的には、図７に示した積層体１’ａの第１の樹脂層の前駆体２２ａの表面、即ち半
製品外周層表面２２１上に、イソシアネート化合物を含有する組成物を塗布する（図８）
。イソシアネート化合物含有組成物の塗布は、特に限定されず、いかなる方法で行うもの
であってよい。
【００５９】
　なお、イソシアネート化合物を含有する組成物を半製品外周層表面２２１に均一に塗布
するために、コーターバー３９の表面を、液体を吸収する材、例えばスポンジ状の材を用
いることもできる。
【００６０】
　イソシアネート化合物を含有する組成物の塗布層２５における、イソシアネート化合物
を含有する組成物としては、特に限定されないが、例えばポリメリックＭＤＩ、モノメリ
ックＭＤＩ、ＴＤＩ、ＰＰＤＩ、ＨＤＩ、ＩＰＤＩおよびこれらの変性物が使用でき、好
ましくは、ポリメリックＭＤＩを使用することができる。
【００６１】
　次に、イソシアネート化合物を含有する組成物が塗布された積層体を硬化処理する。こ
れにより、第１の樹脂層２２が、半製品外周層表面２２１を含む第１の樹脂層の前駆体２
２ａの一部が改質された改質表面処理層２４と第１の樹脂層の前駆体２２ａによって形成
される。即ち、第１の樹脂層２２と補強繊維基材層２１と第２の樹脂層２３とが、外表面
からこの順で積層した積層体１ａを得ることができる。樹脂材料の硬化処理は、特に限定
されないが、本実施形態においては、風乾、加熱処理を行った後、ヒドロキシル基または
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アミノ基を持つ化合物を塗布し、残存イソシアネート化合物を失活させ、更にこれを風乾
、加熱処理を行う。
【００６２】
　ヒドロキシル基またはアミノ基を持つ化合物の塗布方法は特に限定されないが、本実施
形態においては図９に示すように、積層体１ａをマンドレル３８によって回転しつつ、塗
布装置４１によって塗布する。塗布装置４１には塗布ロール４２、槽４３が設置され、槽
４３に蓄えられたヒドロキシル基またはアミノ基を持つ化合物がロール４２、そしてロー
ル４２から外周層表面２２２上に転写、塗布することができる。
　なお、ヒドロキシル基またはアミノ基を持つ化合物を外周層表面２２２に均一に塗布す
るために、塗布ロール４２の表面を、液体を吸収する材、例えばスポンジ状の材を用いる
こともできる。
【００６３】
　イソシアネート化合物を含有する組成物は、半製品外周層表面に対し、１０～２００ｇ
／ｍ２、好ましくは、３０～１５０ｇ／ｍ２塗布することができる。こうすることで、積
層体１ａの外周層表面が改質され、硬度が上昇し、摩耗抵抗が低下することで、耐摩耗性
を向上することができる。
【００６４】
　またこの場合、改質表面処理層の厚みを５～３００μｍ、好ましくは１０～２５０μｍ
とすることができ、例えば、シュープレスベルトの厚み方向において、外周層表面部は耐
摩耗性に優れ、内部は耐クラック性に優れるといった機械的特性を有するシュープレスベ
ルトを形成することも可能である。
【００６５】
　以上、本発明の第１実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法として、半製品外周
層表面を有する樹脂層を形成する工程と、イソシアネート化合物を含有する組成物を、半
製品外周層表面に塗布し、硬化処理を行うことにより、樹脂層の一部が改質された表面処
理層を形成する工程と、を有する製造方法について説明した。
【００６６】
　また、本発明の第２実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法として、半製品内周
層を有する樹脂層を形成する工程と、イソシアネート化合物を含有する組成物を、半製品
内周層表面に塗布し、硬化処理を行うことにより、樹脂層の一部が改質された表面処理層
を形成する工程と、を有する製造方法について説明する。
【００６７】
　まず、半製品内周層表面を有する樹脂層形成工程においては、樹脂層を形成する。本工
程においては、具体的には、環状かつ帯状の補強繊維基材が樹脂材料中に埋設された補強
繊維基材層と、その両面に樹脂層としての第１の樹脂層と第２の樹脂層の前駆体とが積層
した積層体を形成する。
　これは基本的に、第１実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法と同様で、第１実
施形態に係るシュープレスベルトの第１の樹脂層の前駆体を第１の樹脂層とし外周層表面
を形成し、第２の樹脂層を第２の樹脂層の前駆体とし半製品内周層表面を形成して得られ
た積層体である。
【００６８】
　次に、樹脂層の一部が改質された表面処理層を形成する。
　得られた積層体をマンドレルから掛け外し、２本の平行に配置されたロールに半製品内
周層表面がロール表面に接するように展張し掛け入れる。次にイソシアネート化合物を含
有する組成物を塗布装置によって半製品内周層表面に塗布し、硬化処理することによって
第２の樹脂層が、半製品内周層表面を含む第２の樹脂層の前駆体の一部が改質された改質
表面処理層と第２の樹脂層の前駆体によって形成される。即ち、第１の樹脂層と補強繊維
基材層と第２の樹脂層とが、外表面からこの順で積層したシュープレスベルトを得ること
ができる。
【００６９】
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　なお、イソシアネート化合物を含有する組成物及びこの塗布、硬化処理については、特
に限定されず、例えば第１実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法で説明したよう
に、イソシアネート化合物を含有する組成物を半製品外周層表面に塗布、硬化した方法と
同一とすることができる。
【００７０】
　以上、本発明の第２実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法として、半製品内周
層を有する樹脂層を形成する工程と、イソシアネート化合物を含有する組成物を、半製品
内周層表面に塗布し、硬化処理を行うことにより、樹脂層の一部が改質された表面処理層
を形成する工程と、を有する製造方法について説明した。
【００７１】
　上記本発明の第１実施形態及び第２実施形態に係るシュープレスベルトの製造方法は、
外周層表面又は内周層表面が独立して、改質表面処理層を有するシュープレスベルトの製
造方法について説明したが、これらを組み合わせて、外周層表面及び内周層表面の両面に
改質表面処理層を有するシュープレスベルトの製造方法とすることもできる。
【００７２】
　また、図１０に示すように、シュープレスベルトの外周層表面２２２に、溝加工装置４
５を用いて排水溝２４１を形成することもできる。なお、排水溝２４１の形成は、改質表
面処理層２４の形成前、形成後のどちらでも可能である。
【００７３】
　排水溝２４１の形成が、改質表面処理層２４の形成前の場合、イソシアネート化合物を
含有する組成物を半製品外周層表面２２１（溝ランド部の表面）上にのみ塗布することや
、半製品外周層表面２２１（溝ランド部の表面）、溝壁２２３及び溝底２２４上に塗布す
ることも可能である。
【００７４】
　また、上記実施形態におけるシュープレスベルトの製造方法は、マンドレル（１本のロ
ール）または２本の平行に配置されたロールを任意に使用して製造することができる。ま
た、各工程で反転作業を付加することにより、各樹脂層、改質表面処理層の形成順序は任
意とすることもできる。
【００７５】
　以上、本発明について好適な実施形態に基づき詳細に説明したが、本発明はこれに限定
されず、各構成は、同様の機能を発揮し得る任意のものと置換することができ、あるいは
、任意の構成を付加することもできる。
【実施例】
【００７６】
　以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
って限定されるものではない。
【００７７】
１．シュープレスベルトの製造
　実施例１～４、比較例１～４のシュープレスベルトを以下の方法により製造した。
【００７８】
　（１）半製品外周層を有する樹脂層形成工程
　適宜駆動手段により回転可能な直径１５００ｍｍのマンドレルの表面に、マンドレルを
回転させながら、樹脂材料を、マンドレルの回転軸に対して平行に移動可能な注入成形用
ノズルによって１．４ｍｍ厚に塗布、硬化処理し、第２樹脂層を形成した（図５）。硬化
処理は、マンドレルを回転させたまま室温で１０分間放置し、更にマンドレルに付属して
いる加熱装置によって１２７℃で０．５時間加熱硬化させた。
【００７９】
　次に、緯糸がポリエチレンテレフタレート繊維の５０００ｄｔｅｘのマルチフィラメン
ト糸の撚糸で、経糸がポリエチレンテレフタレート繊維の５５０ｄｔｅｘのマルチフィラ
メント糸で、経糸が緯糸で挟まれ、緯糸と経糸の交差部がウレタン系樹脂接着により接合
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ドレルの軸方向に沿うように、第２樹脂層の外周表面に隙間なく一層配置した。そして、
この格子状素材の外周に、ポリエチレンテレフタレート繊維の６７００ｄｔｅｘのマルチ
フィラメント糸を螺旋状に３０本／５ｃｍピッチで巻きつけて糸巻層を形成し、これら格
子状素材と糸巻層とで補強繊維基材を形成した。その後、補強繊維基材の隙間を塞ぐよう
に第２樹脂層の樹脂材料と同一の樹脂材料を塗布し、補強繊維基材層と第２樹脂層とが一
体化された積層体を形成した（図６）。
【００８０】
　次に、補強繊維基材層の上から、マンドレルを回転させながら、補強繊維基材層及び第
２樹脂層の樹脂材料と同一の樹脂材料をマンドレルの回転軸に対して平行に移動可能な注
入成形用ノズルによって約２．５ｍｍ厚に塗布、含浸し、硬化処理を行い、第１樹脂層の
前駆体と補強繊維基材層と第２樹脂層とが一体化された積層体を形成した（図７）。硬化
処理は、マンドレルを回転させたまま室温で４０分間放置し、更にマンドレルに付属して
いる加熱装置によって１２７℃で１６時間加熱硬化させた。
　その後、全厚が５．２ｍｍとなるように、第１樹脂層の前駆体の外周層表面を研磨し、
半製品のシュープレスベルトを得た。
【００８１】
　（２）第１樹脂層の一部が改質された表面処理層を形成する工程
　得られた半製品の第１樹脂層の前駆体の表面、即ち半製品外周層表面上に、イソシアネ
ート化合物を含有する組成物を塗布し、１１０℃で６時間加熱処理を行った（図８）。そ
の後、塗布用スポンジを用いてプロパノールを塗布した（図９）。塗布後、室温で６時間
乾燥させ、６０℃で２．５時間加熱処理を行った。
【００８２】
　（３）外周層表面に排水溝を形成する工程
　次に、溝加工装置によって外周層表面に、ＭＤ方向の排水溝（溝幅０．８ｍｍ、溝深さ
０．８ｍｍ、ピッチ幅２．５４ｍｍ）を多数形成してシュープレスベルトを得た（図１０
）。
【００８３】
　以上の工程を経て、実施例として、外周層表面が改質された表面処理層を有するシュー
プレスベルトを得た。なお、比較例は上記（１）半製品外周層を有する樹脂層形成工程、
（３）外周層表面に排水溝を形成する工程を経て、外周層表面が改質された表面処理層を
有さないシュープレスベルトとした。
　表１に、各実施例のシュープレスベルトの樹脂層に用いた樹脂材、イソシアネート化合
物含有組成物の樹脂材及び塗布量について示す。なお、各比較例はそれぞれの各実施例に
ついて、第１樹脂層に改質された表面処理層を有さないものとした。
【００８４】
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【表１】

【００８５】
２．耐摩耗性評価
　図１１に示す耐摩耗性評価の評価装置を用い、シュープレスベルトサンプル４６をプレ
スボード４７の下部に取り付け、その下の面（測定対象面）に、外周に摩耗子４９を備え
る回転ロール４８を押し付けながら回転させた。このとき、回転ロールによる圧力を６．
６ｋｇ／ｃｍ、回転ロールの回転速度を１００ｍ／分とし、４５秒間回転させた。回転後
にベルトサンプルの厚みの減少量（摩耗量）を測定した。
【００８６】
３．耐薬品性評価
　シュープレスベルトの外周層表面から深さ方向に１ｍｍ、ＭＤ方向１ｃｍ、ＣＭＤ方向
１ｃｍの樹脂サンプルを切り出した（外周層表面に排水溝を形成する前のシュープレスベ
ルトで実施）。切り出した樹脂サンプルについて、ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）５０
ｃｃに２日間、２０℃雰囲気下で浸漬した。浸漬後速やかに寸法測定し、以下の式で体積
変化率を求めた。
【数１】

【００８７】
　耐摩耗性、耐薬品性の評価結果を表２に示す。なお、評価結果は各比較例に対する相対
値とした。
【表２】
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【００８８】
　表２に示すように、実施例１～４に係るシュープレスベルトは、外周層表面に改質処理
層を形成することで、耐摩耗性、耐薬品性が向上したことがわかる。
【符号の説明】
【００８９】
１：シュープレスベルト（完成品）、１’：シュープレスベルト（半製品）、１ａ：積層
体（改質表面処理層形成後）、１’ａ：積層体（改質表面処理層形成前）、２１：補強繊
維基材層、２１１：補強繊維基材、２１２：樹脂、２２：第１樹脂層、２２ａ：第１樹脂
層前駆体、２２１：半製品外周層表面、２２２：外周層表面、２２３：溝壁、２２４：溝
底、２３：第２樹脂層、２３１：半製品内周層表面、２３２：内周層表面、２４：改質表
面処理層、２４１：排水溝、２４２：排水溝ランド部、２５：イソシアネート化合物含有
組成物塗布層、２６：改質表面処理層、２７：イソシアネート化合物含有組成物塗布層、
３８：マンドレル、３９：コーターバー、４０：注入成形用ノズル、４１：塗布装置、４
２：塗布ロール、４３：槽、４５：溝加工装置、４６：シュープレスベルトサンプル、４
７：プレスボード、４８：回転ロール、４９：摩耗子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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